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要
旨

こ
の
協
定
は
、
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定
交
渉
参
加
十
五
か
国
の
間
で
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化
及

び
円
滑
化
を
進
め
、
投
資
の
機
会
を
拡
大
さ
せ
、
知
的
財
産
、
電
子
商
取
引
等
の
幅
広
い
分
野
で
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と

等
を
内
容
と
す
る
経
済
上
の
連
携
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
十
一
月
十
五

日
に
各
国
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
全
二
十
章
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の

一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
各
締
約
国
は
、
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
附
属
書
Ⅰ
の
自
国
の
表
に
従
っ
て
、
他
の
締
約
国
の
原

産
品
に
つ
い
て
関
税
を
引
き
下
げ
、
又
は
撤
廃
す
る
。

二
、
協
定
に
お
け
る
原
産
品
の
要
件
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
原
産
品
の
要
件
を
満
た
す
産
品
又
は
材
料
で
あ
っ
て
、
他
の
締
約

国
に
お
い
て
他
の
産
品
又
は
材
料
の
生
産
に
お
い
て
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
完
成
し
た
産
品
又
は
材

料
の
た
め
の
作
業
又
は
加
工
が
行
わ
れ
た
当
該
他
の
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
。



二

三
、
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及

び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

四
、
投
資
の
自
由
化
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
に
お
け
る
投
資
財
産
の
設
立
等
に
関
し
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家

及
び
対
象
投
資
財
産
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

五
、
締
約
国
は
、
知
的
財
産
権
の
効
果
的
か
つ
十
分
な
創
造
、
利
用
、
保
護
及
び
行
使
を
通
じ
て
一
層
深
い
経
済
的
な
統
合
及

び
協
力
を
促
進
す
る
。

六
、
電
子
商
取
引
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
締
約
国
間
に
お
け
る
電
子
的
な
送
信
に
対
し
て
関
税
を
賦
課
し
な
い
と
い
う
自

国
の
現
在
の
慣
行
を
維
持
す
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
自
国
の
領
域
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、

当
該
領
域
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
を
利
用
し
、
又
は
設
置
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

七
、
こ
の
協
定
は
、
少
な
く
と
も
六
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
構
成
国
で
あ
る
署
名
国
及
び
少
な
く
と
も
三
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
構
成
国

で
な
い
署
名
国
が
批
准
書
等
を
寄
託
者
に
寄
託
し
た
日
の
後
六
十
日
で
、
批
准
書
等
を
寄
託
し
た
こ
れ
ら
の
署
名
国
に
つ
い

て
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
、
原
交
渉
国
で
あ
る
イ
ン
ド
に
よ
る
加
入
の
た
め

に
開
放
さ
れ
る
。


